
定例選挙管理委員会議事録 

 

 下記のとおり定例選挙管理委員会を開催したので、議事の要旨について記録

する。 

１．日 時  平成30年11月27日（火）、15時～15時40分 

２．場 所  半田市役所 4階会議室404 

３．出席者  （委員長）村山義信、（委員）尾前宣男、服部裕子、前田早苗 

       （事務局）江原書記長、後藤書記 

４．議 題  (1) 10月23日開催の選挙管理委員会議事録について 

       (2) 選挙人名簿（在外選挙人含む）の登録者数について 

         ①選挙人名簿登録者数について 

         ②在外選挙人名簿登録者数について 

         ③愛知県選挙管理委員会への報告について 

       (3) 定時登録に伴う告示について 

         ・解職請求に必要な選挙権を有する者の数の告示について          

５.報告事項  (1) 愛知県知事選挙に係る行事日程等について 

       (2) その他 

       (3) 次回の選挙管理委員会について 

【議事】 

委員長 委員会の開催宣言。 

議題(1)「平成30年10月23日開催の選挙管理委員会議事録」につ

いて、事務局に説明を求めた。 

事務局  議事録について説明した。 

委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 

委員全員 質問、意見等なし。 

委員長 事務局作成の議事録について、承認することを決定した。 

半田市選挙管理委員会規程第14条に基づき、服部委員を署名者と

して指名した。 

議題(2)「選挙人名簿（在外選挙人含む）の登録者数」①～③につ

いて、事務局に説明を求めた。 

事務局 「選挙人名簿（在外選挙人含む）の登録者数」①～③について、

以下のとおり説明した。 

① 12 月 1 日現在の選挙人名簿登録者数について、以下のとおり資

料に基づき説明し、承認を求めた。 

平成 30年 9月 1日選挙時登録における選挙人名簿登録者総数 

男 48,452人、女 48,339人、合計 96,791人 

随時抹消者は、 

男 515人、女 389人、合計 904人。 



内訳として、死亡による抹消者が、 

  男 134人、女 101人、合計 235人。 

   転出後 4ヶ月経過による抹消者が、 

  男 370人、女 281人、合計 651人。 

   表示登録から外れた者及び失権（職権削除）による抹消者が、 

  男 11人、女 7人、合計 18人。 

 （内、職権による抹消者は、男 5人、女 0人、合計 5人） 

   転入、18歳到達者及び帰化などに伴う登録者数は、 

  男 609人、女 456人、合計 1,065人。 

 したがって、平成 30年 12月 1日基準日における選挙人名簿登録

者数は、 

  男 48,546人、女 48,406人、合計 96,952人である旨を説明。 

② 在外選挙人名簿登録者について、以下のとおり資料に基づき説

明し、承認を求めた。 

平成 30年 9月 1日現在の在外選挙人名簿登録者数 

 男 29人、女 44人、合計 73人。 

  新規登録者：男 1人、女 0人、合計 1人。 

  在フィリピン日本国大使館経由にて男性 1人の申請があった。 

  資格確認後、速やかな登録が必要であるため、委員長の専決に

より登録。 

抹消者：男 1人、女 0人、合計 1人。 

在チェンマイ日本国総領事にて男性 1人が国内定住後 4ヶ月経過

により抹消された。 

上記により、登録者数は、 

男 29人、女 44人、合計 73人となる旨を説明。 

③ 愛知県選挙管理委員会への報告について、以下のとおり資料に

基づき説明し、承認を求めた。 

選挙人名簿登録者数：合計 96,952人 

         （内訳：男 48,546人、女 48,406人） 

在外選挙人名簿登録者数：合計 73人 

         （内訳：男 29人、女 44人） 

委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 

委員全員 質問、意見等なし。 

委員長 他に意見などがないため、議題(2)について、事務局説明のとお

り承認することを決定した。 

次に、議題(3)「定時登録に伴う告示」について、事務局に説明

を求めた。 

事務局 定時登録に伴う告示について、半田市選挙管理委員会告示第 6号



により、平成 30年 12月 1日現在において、以下の請求に必要な選

挙権を有する者の数について説明し、承認を求めた。 

１． 地方自治法の規定による直接請求 1,939人 

２． 市町村の合併の特例等に関する法律の規定による合併協議 

会設置の請求 16,159人 

３． 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定による 

解職請求 32,318人 

委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 

委員全員 質問、意見等なし。 

委員長 他に意見などがないため、議題(3)について、事務局説明のとお

り承認することを決定した。 

次に、報告事項(1)「愛知県知事選挙に係る行事日程等」につい

て、事務局に説明を求めた。 

事務局 愛知県知事選挙に係る行事日程等について資料に基づき説明し

た。 

市区町村選挙事務打合せ会：平成30年12月18日（火）11時～ 

立候補予定者説明会：平成30年12月21日（金）10時～ 

投票用紙の色：点字以外の投票用紙「白色」 

       点字投票用紙「薄い黄色」 

委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 

委員全員 質問、意見等なし。 

委員長 報告事項(1)について、事務局説明のとおり内容を確認した。 

次に、報告事項(2)その他について、事務局に説明を求めた。 

事務局 平成31年2月3日執行予定である愛知県知事選挙を控え、新成人に

対する啓発活動として平成31年1月13日に行う成人式における成人

式会場で実施することを計画している。 

委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 

委員 配布時間は、いつ頃を検討しているのか。 

事務局 式典開始前の会場前又は式典後の配布を予定している。 

委員 投票率向上のためにも実施することが必要だと考える。 

事務局 次回の選挙管理委員会時に詳細について連絡します。 

委員長 報告事項(2)について、事務局説明のとおり内容を確認した。 

次に、次回の選挙管理委員会開催日時について、事務局に説明を

求めた。 

事務局 次回の選挙管理委員会の開催日時について、次のとおり事務局案

を提示した。 

次回の委員会は、 

平成 30 年 12 月 21 日（金）13 時 30 分から市役所 3 階会議室



303にて開催すること。 

委員長 次回の定例選挙管理委員会の次回の開催について、各委員の予定

を確認した。 

委員 日程変更を依頼したい。 

事務局 次回の委員会は、12 月 25 日（火）の午後 3 時から開催すること

を提案した。 

委員長 次回の定例選挙管理委員会について、次回の委員会については、 

平成30年12月25日（火）15時から市役所にて開催すること、につ

いて各委員の予定を確認した。 

 

委員会の閉会宣言。 

 


